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 はじめに 

  本市では、平成１７年度に次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画として

「職員みんなで支えあう子育て支援プログラム」を策定し、次代の社会を担うこどもの健全

な育成を支援するため、様々な次世代育成支援対策に取り組んできました。 

  さらに、平成２８年４月に所属長以上の職員がイクボス宣言を行ったことを契機として

「ワーク・ライフ・バランス」と「イノベーション」を柱とした働き方改革を推進し、改革

をより強力かつ着実に進めていくために、働き方改革の目指す姿とその実現に向けた取組を

示した働き方改革ロードマップ「Kusatsu Smart Project」を策定し、政策や行政サービスの

質の向上を図るとともに、職員が健幸でやりがいをもって働き、成長できる職場環境づくり

を目指す取組を推進してきました。 

全国的な少子高齢化の進展、生産年齢人口の減少をはじめ、価値観の多様化、デジタル社

会の進展等により、本市を取り巻く環境は大きく変化しています。 

また、近年では国際機関を中心に、人の幸福度や満足感を可視化する試みが活発化してお

り、全国の自治体において、身体的・精神的・社会的に良好な状態を表す「ウェルビーイン

グ」の重要性が高まっています。 

男女が共に希望に応じて仕事と子育てを両立できる取組やこれまでの長時間労働の是正に

向けた取組をさらに進めるためには、「ワーク・ライフ・バランス」の実現に向け、職場の

意識や職場風土の改革と合わせ、引き続き働き方改革に取り組むことが必要です。 

これらのことから、職員の能力を最大限に引き出し、一人ひとりがやりがいや成長を感じ

られる職場環境づくりを総合的に推進するとともに、次世代育成支援対策推進法に基づく行

動計画策定指針を踏まえて取り組むべき数値目標を設定するなど本計画を改訂し、取組を推

進してまいります。 

 

  令和７年４月１日 

 

                     草津市長 

                     草津市議会議長 

                     草津市選挙管理委員会 

                     草津市代表監査委員 

                     草津市教育委員会 

                     草津市公平委員会 

                     草津市農業委員会 

                     草津市固定資産評価審査委員会  
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         急速な少子化の進行ならびに家庭および地域を取り巻く環境の変化にかん

がみ、次代の社会を担うこどもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会を

形成していくための次世代育成支援を迅速かつ重点的に推進することを目的

としています。 

 

         平成１７年４月から１０年間の集中的・計画的な取組を推進するために、 

職員を雇用する事業主の立場から、職員の職務環境の整備等を内容とする行

動計画の策定が義務付けられました。 

          

        国から平成１５年８月に行動計画を策定する際の指針（行動計画策定指

針）が示され、平成２１年３月には、その後の次世代育成支援関連の新たな

制度や取組および児童福祉法等の一部を改正する法律（平成２０年法律第８

５号）の成立等を踏まえて行動計画策定指針の全文が改正されました。 

次世代育成支援対策推進法は、平成１７年４月１日に制定され、平成２６

年に同法が改正され、有効期限が１０年間延長されました。その後、次世代

育成支援対策のさらなる推進および強化のため、同法の一部を改正する法律

が令和６年５月に可決成立し、令和１７年３月３１日まで有効期限が延長さ

れるとともに、令和７年４月１日から特定事業主行動計画において、男性の

育児休業取得率や勤務時間に関する数値目標を設定することが義務付けられ

ました。 

それに伴い、行動計画策定指針が一部改正されたことを踏まえ、「行動計

画の策定に当たっての７つの基本的な視点」を継続しつつ、市においても計

画の見直しを行います。 

 

  

第１章 行動計画の基本的な考え方 

１ 行動計画を定めている法律について 

次世代育成支援対策推進法（平成１５年７月制定） 

目 的 

地方公共団

体の義務 

経 過 
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  行動計画の策定に当たっての７つの基本的な視点  

   ⑴ 職員の仕事と生活の調和の推進という視点 

   ⑵ 職員の仕事と子育ての両立の推進という視点 

   ⑶ 機関全体で取り組むという視点 

   ⑷ 機関の実情を踏まえた取組の推進という視点 

   ⑸ 取組の効果という視点 

   ⑹ 社会全体による支援の視点 

   ⑺ 地域における子育ての支援の観点 

 

 

 

 

 

計画期間は以下のとおりで、定期的に数値目標の達成状況や、計画の実施状況の点検・評 

 価を行い、その結果に基づき行動計画の見直しを行います。 

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

    

 

  

２ 行動計画の期間 

行動計画期間 
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○男性職員の育児休業取得率 

○男性職員の育児休業取得日数の分布状況 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜現状・課題＞ 

男性職員の育児休業については、取得する割合は令和３年度を除き毎年増加傾向にあり、 

女性活躍推進法に基づく草津市特定事業主行動計画（令和３年度から令和７年度まで）の目

標値である３０％を令和４年度および令和５年度は達成しています。 

また、配偶者出産休暇および育児参加のための休暇のいずれかを取得する男性職員の割合

は、約８割で女性活躍推進法に基づく草津市特定事業主行動計画の目標値である１００％を

下回っている状況です。 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

育児休業を取得する男性職員の割合 31.3% 15.0% 35.0% 60.7%

１週間以上 2週間以上 1月以上

2週間未満 1か月未満 1年未満

人数（人） 0 0 5 12 0

割合（％） 0.0% 0.0% 17.8% 42.9% 0.0%

※ 当該年度に育児休業（部分休業含む）を新規に取得した男性職員を対象とし、取得承認期間の分布

を示す。

取得期間 1週間未満 1年以上

男性職員

取得日数 1日 2日 3日 4日 5日 8日 計

[1]出産休暇 3 4 13 20

[2]育児休暇 1 3 3 1 9 17

[1][2]の合計 4 7 16 1 9 0 37

※ 出産休暇＝配偶者が出産する場合で、３日以内で必要と認める期間

〇 男性職員の配偶者出産休暇および育児参加のための休暇取得日数の分布［令和５年度］

※ 育児休暇＝妻の産前産後期間中に、出産にかかる子（上の子を含む。）を養育する場合

で、５日以内で必要と認める期間

１ 男性職員の育児休業等の取得状況 

第２章 状況の把握と課題の分析 

〇男性職員の育児参加のための休暇取得率

育児参加 出産休暇

令和５年度 78.6% 60.7% 71.4%

特別休暇

（出産休暇・育児参加）
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○一人当たりの各月の時間外勤務時間 

 

男性職員が取得できる配偶者出産休暇および育児参加のための特別休暇や育児休業といっ

た制度については、一定程度浸透しているものと考えられますが、さらに男性職員の家庭生

活への参画促進のための職場環境づくりが必要です。 

 

 

 

 

 

＜現状・課題＞ 

一人当たりの時間外勤務時間については、直近４年間において平均２５時間程度で推移し 

ています。また、時間外勤務時間数の原則の上限である月４５時間または年間３６０時間を

超えている職員数について、直近４年間では毎年同程度の人数で推移しています。 

今後も、時間外勤務時間数の削減に向けて、さらにデジタル技術を活用した業務効率化や 

 事務の合理化の推進に努めるとともに、事務分担の見直し等による業務量の平準化や所属や

部局単位での繁閑調整の取組を推進し、勤務時間の適正化に努める必要があります。 

 

 

 

 

 

（単位：時間）

1月当たり平均 年間平均

令和2年度 25.2 302.1

令和3年度 24.0 288.4

令和4年度 25.2 302.9

令和5年度 24.8 298.1

（単位：人）

45時間超/月 360時間超/年
45時間超/月または

360時間超/年

令和2年度 276 201 277

令和3年度 278 212 280

令和4年度 283 212 286

令和5年度 283 218 289

２ 時間外勤務の状況 

○上限を超えて時間外勤務を命ぜられた職員数 
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○数値目標 

 男性職員の育児休業取得率 ・・・  ８５％ 

 男性職員の育児休業取得日数・・・２週間以上 

※令和５年１２月２２日策定「こども未来戦略」における国・地方公務員に係る政府目標  

 

 

○数値目標 

 配偶者出産休暇、育児参加のための休暇のいずれかを取得する男性職員の割合 

・・・１００％ 

※女性活躍推進法に基づく草津市特定事業主行動計画における令和７年度目標  

 

 

 

○数値目標 

 一人当たりの年間時間外勤務時間数・・・２８３時間以下（令和５年度実績の５％減） 

 

    

第３章 数値目標の設定 

１ 育児休業等の取得に係る数値目標 

（１） 男性職員の育児休業の取得率および取得日数 

（２） 男性職員の育児参加のための休暇に関する取得率 

２ 勤務時間の状況に関する数値目標 

（１） 管理的地位にある職員以外の一人当たりの年間時間外勤務時間数 
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 ○ これまで働き方改革を推進し、仕事と子育ての両立が可能な職場環境を実現していくた

めに、事務の合理化・効率化を進めてきたところですが、近い将来に訪れる人口減少を

見据え、デジタル技術を活用した業務効率化を推進することで、行政サービス等の向上

を目指していく必要性がより高まっています。職員一人ひとりが、新しいアイディアや

新しい技術を積極的に取り入れ、柔軟な対応や日常業務の効率化に向けた実践を行い、

ＤＸに取り組む必要性を理解するとともに、デジタル技術や情報セキュリティに関する

基礎知識の習得が必要です。 

 ○ すべての職員は、現在の仕事の進め方の見直し等、業務のより一層の効率化に努めるこ

とが必要です。特に管理職は、そのためのリーダーシップとマネジメントを発揮し、よ

り一層の業務改革を推進します。 

 

 

 ○ ワーク・ライフ・バランスを実現するためには、職員一人ひとりがそれぞれの立場を尊

重し、業務の簡素・合理化に努め、一人当たりの業務負担の軽減を図り、心理的安全性

の高い職場づくりや、自身の健康増進、体調不良の予防等に取り組んでいくことが重要

です。 

  

１ 職員・職場の意識改革 

（１） 業務改革の推進 

（２） 仕事と家庭生活の両立に向けた職員の責務 

第４章 具体的な取組 
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   母体の保護および母体の健康保持のために設けられている特別休暇制度について、職員

に対する周知を図ります。 

  【特別休暇】 

産前・産後休暇 

出産に際して母体を保護することを目的とする休暇。期間は、産

前産後を通じて、１６週間以内（多胎妊娠の場合は２２週間以

内）。妊娠に伴う病的な障害で休養を必要とし、１週間を超えて

静養を要する場合、妊娠・出産休暇を分離して先行取得すること

ができる（１週間を単位として２週間まで）。 

妊娠障害休暇 

妊娠に起因する障害（つわりに限る）のために勤務に服すること

が著しく困難な職員に対する母体保護の充実を図ることを目的と

する休暇。１回の妊娠について１回、日を単位として引き続く７

日以内（週休日・休日を含む。） 

妊産婦の健康診査、

保健指導 

妊産婦職員の母体保護の観点から、母子保健法の規定に基づく医

師、助産師または保健師（以下「医師等」という。）の健康診査

または保健指導を受けるための時間を確保することを目的とする

休暇。妊娠の週数等に応じて、概ね次の回数の範囲内で付与す

る。また、ア～ウにおいて、これを上回る医師等の指示があった

場合には、いずれもその指示回数とする。 

 ア 母子健康手帳の交付を受けてから妊娠２３週まで ４週間

に１回 

 イ 妊娠２４週から３５週まで ２週間に１回 

 ウ 妊娠３６週から出産まで １週間に１回 

 エ 産後１年まで 医師の指示回数 

妊娠中の通勤緩和 

母体および胎児保護の観点から、妊娠中の女性職員が通勤に利用

する交通機関の混雑が著しく、通常の出勤時・退庁時に通勤する

ことが好ましくないと認められる場合に取得できる。時間は、勤

務時間の始めと終わりのそれぞれ３０分もしくは一方のみ６０分 

２ 妊娠中および出産後における配慮 

（１） 特別休暇制度の周知 
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   休暇期間中における共済掛金の免除や給付措置について、職員に対して周知を図ります。 

  【経済的支援に関する措置】 

出産費・家族出産費 
共済組合の組合員、被扶養者として認定された家族が出産したとき

に支給される。法定給付として定額５３万円または５１万８千円 

出産祝金 
職員互助会の会員または配偶者が出産したとき、１万円が支給され

る。 

産前産後休業中の共

済組合の掛金免除 

産前産後休暇期間中は、共済組合の掛金（長期掛金・短期掛金・

福祉掛金・介護掛金）が免除される。 

 

 

   管理職は、重量物を取り扱う業務をさせないなど、妊娠中の職員の健康や安全に配慮す

るとともに、必要に応じて、妊娠中の職員の業務分担の見直しを行います。 

 

 

   妊娠中の職員は、深夜勤務および時間外勤務の制限など、保護されており、制度の適切

な運用に努めます。 

 

 

 

 

   男性職員が家庭での役割を果たすことを支援するため、入退院の付き添いや出産の付き

添いのほか、出生の届出等にも使用できる３日の特別休暇の利用の促進を図ります。 

 

 

   父親の育児分担を奨励し、育児参加を促進するため、妻の産前６週間、産後８週間の期

間中に、出産に係る子または上の子（小学校就学前）の養育のため５日の範囲内で取得で

きる特別休暇の利用の促進を図ります。 

 

（３） 業務分担の見直し 

（４） 深夜勤務および時間外勤務の制限 

（２） 特別休暇期間中の経済的支援 

３ こどもの出生時および育児における父親の休暇の取得の促進 

（１） 出生時における父親の特別休暇の利用 

（２） 父親の育児参加のための特別休暇の利用 
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   育児には、家族のサポートだけでなく、職場のサポートも必要であり、職場のなかで応

援体制を整え、休暇を取得しやすい職場づくりに努めます。 

 

 

 

   出産をサポートすることは、家族のなかで支え合う育児の第１歩であることから、制度

の積極的な利用の促進を図ります。 

 

 

 

   育児に係る休暇等の制度について、職員に対する周知を図り、取得の促進に努めます。 

 

【育児休業等】 

育児休業 

生後３歳に満たない子を養育するために休業することができる制

度。父親と母親が同一の子について同じ時期に育児休業をするこ

とも可能 

部分休業 

育児休業制度の一形態。小学校就学の始期に達するまでの子を養

育する職員について、必要と認められる勤務時間の一部につい

て、勤務しないことができる制度。１日を通じて２時間を上限。

父親と母親が同一の子について部分休業をすることも可能 

育児短時間勤務 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育児のため

の短時間勤務を認める制度。４種類の勤務形態から選択。父親と

母親が同一の子について育児短時間勤務をすることも可能 

   

  

４ 育児休業等を取得しやすく、職場復帰しやすい環境 

（１） 育児休業制度等の周知 

（３） 応援体制 

（４） 制度の利用の促進 
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【特別休暇】 

出産支援休暇 

配偶者の出産に伴い、その出産に係る子もしくは上の子（小学校

就学前）の養育、その他の家事補助または官公署の届出を行うな

どのための休暇。期間は５日以内（時間単位の取得も可） 

育児時間 
生後１年に達しない子を育てる職員に対して、保育のために与え

られる休暇。１日２回各３０分 

子の看護休暇 

中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、子の病気

看護等を行う場合に認められる休暇。１の年につき５日の範囲内

（複数の子を養育する場合は１０日の範囲内。時間単位の取得も

可。） 

 

 

 

   休業期間中は共済掛金が免除されていること等について、職員に対して周知を図ります。 

  【経済的支援に関する措置】 

共済組合の育児休業

手当金 

育児休業中の職員に対して、１歳に達する日（要件により２歳）

まで、１日当たり、育児休業開始時から１８０日に達するまでの

期間は、標準報酬日額×６７/１００、それ以降は標準報酬日額×

５０/１００に相当する額が支給される。 

育児休業等期間中の

共済組合の掛金免除 

育児休業期間中は、共済組合の掛金（長期掛金・短期掛金・福祉

掛金・介護掛金）が免除される。部分休業期間中または育児短時

間勤務期間中は、共済組合の長期掛金が、給料の減額に応じて減

額される。 

育児休業支援手当金 

育児休業手当金に上乗せする給付金。支給要件等あり。組合員及び

その配偶者が対象期間内に育児休業等を取得した場合、最大２８日

間、標準報酬の日額の１３％が支給される。 

育児時短勤務手当 
組合員が２歳に満たない子を養育するために育児時短勤務をした

場合、報酬の最大１０％に相当する額が支給される。 

 

 

（２） 育児休業中の経済的支援 
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   管理職は、育児休業等を取得しやすい意識を職場内で醸成するとともに、育児休業中の

職員と定期的に面談するなどして、庁内情報の提供を行うなど、育児休業後に復帰する職

員の不安緩和に努めます。 

   また、代替要員の確保や業務分担の見直しを行うなど、職員が安心して育児休業等を取

得できる環境をつくります。 

 

 

   育児休業中の職員に対して職場復帰の不安を取り除くため、定期的に情報提供を行うな

ど 円滑な職場復帰に努めます。 

   また、育児休業から復帰した職員は、仕事と子育ての両立に最も大変で大切な時期であ

り、業務分担の配慮を行うなど、職場全体でサポートを行います。 

   

  

職員の健康管理とワーク・ライフ・バランスの推進のためには、職員の勤務時間の適正 

な管理が不可欠であることを職員に徹底し、管理職を含む職員への意識の啓発を図ります。 

また、時間外労働の上限規制の趣旨を踏まえ、超過勤務の縮減に向けた取組を進めます。 

 

 

   小学校就学前の子を養育する職員が希望した場合、原則として時間外勤務を命じないよ

うにします。 

職員が家族の介護に直面した旨を申し出た場合の仕事と介護の両立支援制度等の個別の

周知・意向確認を行います。また、職員への仕事と介護の両立支援制度等に関する早期の

情報提供および職場環境の整備（研修等の開催、相談窓口の設置等）を行います。 

 

 

   管理職は、職員が定時退庁しやすいように雰囲気づくりを行うとともに、自らも率先し

て定時退庁に努め、全職員の定時退庁の実施の徹底を図ります。 

   また、毎週水曜日の「健康デー」には全職員が定時退庁できるよう取り組むほか、各所

属において独自に「健幸デー」を設定するなどの取組を進め、ワーク・ライフ・バランス

の推進を図ります。 

 

（３） 育児休業等を取得しやすい意識の醸成 

（４） 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

５ 時間外勤務の縮減 

（２） 育児または介護を行う職員の時間外勤務の制限 

（３） 定時退庁の実施の徹底 

（１） 時間外勤務の縮減のための意識啓発 
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   各所属における時間外勤務の計画や実績の共有や原因分析を行い事務分担の見直し等に

よる業務量の平準化や部局単位での繁閑調整の取組を推進し、勤務時間の適正化を進めま

す。 

 

 

   事務処理のマニュアル化、ＤＸ・アウトソーシングの推進等により事務の合理化、簡素

化を図ります。 

   遠隔会議や立ち会議の実施、ペーパーレス化を図るなどにより、会議の効率化に努めま 

す。 

 

 

   職員に対して、計画的な年次有給休暇の取得の促進を図り、家庭生活の充実を支援して

いきます。 

   管理職は、職員の年次有給休暇の取得状況を把握し、計画的な年次有給休暇の取得を指

導します。 

 

 

   週休日と連続する月・金曜日の年次有給休暇の取得、国民の祝日・夏季休暇と連続する

年次有給休暇の取得、家族の誕生日等の記念日や入学式・卒業式、授業参観日等における

年次休暇の取得の促進を図ります。 

   ゴールデンウイークやお盆期間には会議をなるべく計画しないこととします。 

 

 

   中学校就学の始期に達するまでのこどもの看護休暇の重要性から、１人であれば年５

日、２人以上であれば年１０日の範囲内で取得できる子の看護休暇制度について、職員に

周知や取得を促進します。 

   こどもの突発的な病気の際には、看護休暇を希望する職員が取得できるよう、職場全で 

  支援する意識の醸成を図ります。 

６ 休暇の取得の促進 

（１） 年次有給休暇の取得の促進 

（２） 連続休暇等の取得の促進 

（３） こどもの看護を行う等のための特別休暇の取得の促進 

（４） 業務マネジメントの推進 

（５） 事務の効率化の推進 
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職員の多様な働き方を推進し、ワーク・ライフ・バランスの実現を図るため、職員に対

する制度の周知・活用を図ります。 

 目  的 摘  要 

テレワーク 

（在宅勤務制度） 

多様な働き方の推進 

ワーク・ライフ・バラン

スの実現 

事前に所属長へ申請のうえ、在宅勤務日に

おいて提出する成果物を決め、市が貸与す

るＰＣにより実施する。 

時差勤務 

職員の勤務条件の多様

性を高め、公務能率や市

民サービスの向上を図

る。 

公務の運営上の事情により、通常の勤務時

間と異なる勤務時間と休憩時間を割り振り

勤務するもの。（職員個人の都合で選択で

きるものではない。） 

 

 

   フレックスタイム等の新たな制度の導入に向けての検討を引き続き進めます。 

本市では、多種多様な分野で非常勤職員が活躍しています。非常勤職員についても安心し   

  て子育てに取り組めるように、妊産婦育児に関する休暇などの制度や手続きについて周知を 

図り、仕事と子育ての両立の支援を進めます。 

 

 

・母性保護及び母性の健康管理等により制度化された休暇などを周知し、取得の促進を図り 

ます。 

 ・産前休暇、産後休暇、妊娠中の通勤緩和、妊産婦の健康診査・保健指導、妊娠障害などの 

休暇があります。 

 

  

・育児のために設けられている特別休暇などを周知し、取得の促進を図ります。 

  ・育児休業、部分休業、育児時間休暇、子の短期看護休暇、短期介護休暇があります。 

※取得要件や取得方法はそれぞれの規程を参照してください。 

（１） 制度の利用の促進 

（２） 新たな制度の検討 

８ 非常勤職員への次世代育成支援の取組 

（１） 妊娠・出産にかかる休暇などの制度の周知 

（２） 子育てにかかる休暇などの制度の周知 

７ テレワーク等の推進 
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   職場、業務優先の環境（例えば、「こどもの病気よりも仕事を優先すべきである」という

ような職場の雰囲気）の改善と職員の意識の向上を図ります。 

 

 

   固定的な性別役割分担意識（例えば、「こどもの面倒を見るのは、すべて母親の仕事であ

る」というような意識）などの改革について情報提供や意識啓発を行います。 

   性別役割分担意識などの改革をめざした研修などを開催し、安心して子育てのできる職場

づくりのために、全職員が理解し、支えあう環境整備を図ります。 

   ワーク・ライフ・バランスの推進に資するような効率的な業務運営や良好な職場環境づく

りに向けて採られた行動については、人事評価において適切に評価を行います。 

 

 

 

   こどもを連れた人が安心して来庁できるよう、乳幼児と一緒に安心して利用できるトイレ   

やベビーベッド、授乳室の設置に努めるとともに、すべての職員は親切な応対等に努めます。 

 

 

   地域でのスポーツや文化活動など、こども・子育て活動に機会をとらえて積極的に参加

するよう努めます。 

１１ その他の次世代育成支援対策に関する事項 

（１） 子育てバリアフリーの促進 

（２） こども・子育てに関する地域貢献活動 

９ 子育て支援のための意識改革 

（１） 職場、業務優先の環境の改善 

（２） 固定的な性別役割分担意識の是正 

１０ 人事評価への反映 


